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守秘義務誓約書 

 

私は、六甲有馬ロープウェー表六甲線撤去事業の事業提案（以下「本事業提案」という。）

に関連して株式会社こうべ未来都市機構（以下「こうべ未来都市機構」という。）から開示を

受けた情報（以下「開示情報」という。）については、こうべ未来都市機構から事前に書面に

よる承諾を得ることなく、第三者（本事業提案において形成するグループ各企業並びに下請け

及び再委託の予定事業者（以下「関連事業者」という。）を除く。）に対して開示又は漏洩し

ないよう守秘義務を負うことを誓約します。 

また、開示情報を本事業提案への参加目的以外で使用しないこと、及び本事業提案終了後、

提供を受けた開示情報の電子データは返却し、誓約者が複製又は印刷したものは適切に廃棄す

ることを誓約します。 

関連事業者に対しては、上記に準じて守秘義務を負わせること並びに開示情報を目的外に使

用させないこと及び電子データを適切に廃棄させることを誓約します。 

本誓約に反し、こうべ未来都市機構又は第三者に損害が発生した場合は、その損害を賠償し

ます。ただし、下記の場合には守秘義務を負わないこととします。 

 

記 

 

1. 本事業提案期間中にこうべ未来都市機構が開示情報を公表した場合 

 

2. 本事業提案に参加するために必要不可欠で、かつ発注者及び物件名が特定されない範囲で

当該情報を第三者に対して開示する場合 

 

以上 


